
他の主な法律における障害者等の定義 
 
 
１．障害者 
 
○障害者の権利に関する条約（政府仮訳）抄 
第一条 目的（抄） 
障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々な

障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられるこ
とのあるものを含む。 
 
○障害者基本法（昭和４５年法律第８４号） 
（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ
ろによる。  
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障

害（以下「障害」と総称する。）がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に
日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。  

二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような
社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。  

 
○障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号） 
（定義） 

第四条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者、
知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち１８歳以上である者及び精神保健及び精神障害者
福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者（発達障害者支援法第２条第２項に規定する
発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。）
のうち１８歳以上である者をいう。  

２～４ （略） 
 
○所得税法（昭和４０年法律第３３号） 
（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
二十八 障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その

他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。 
 
○所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号） 
（障害者及び特別障害者の範囲）  

第十条 法第２条第１項第２８号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。  
一 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害

者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者と
された者  

二 前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項 の
規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者  

三 身体障害者福祉法第１５条第４項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上
の障害がある者として記載されている者  

四 前三号に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法第４条の規定により戦傷病者手帳の交付
を受けている者  

五 前二号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第１１条第１項の
規定による厚生労働大臣の認定を受けている者  

六 前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者  
七 前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢６５歳以上の者で、その障害

の程度が第１号又は第３号に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長の
認定を受けている者  
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○租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号） 
（障害者を雇用する場合の機械等の割増償却） 

第十三条 （略） 
３ この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
一 障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。 

 
 
○租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号） 
（障害者を雇用する場合の機械等の割増償却）  

第六条の六 （略） 
３ 法第１３条第３項第１号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。  
一 児童相談所、知的障害者福祉法第９条第５項に規定する知的障害者更生相談所、精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律第６条第１項に規定する精神保健福祉センター、精神
保健指定医又は障害者の雇用の促進等に関する法律第１９条第１項に規定する障害者職業
センターの判定により知的障害者とされた者  

二 障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第６号に規定する精神障害者のうち精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けている者  

三 所得税法施行令第１０条第１項第３号から第５号まで及び第７号に掲げる者 
 
 
○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号） 
（定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。 
一 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を

受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。 
 
 
○災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号） 
（災害障害見舞金の支給） 

第八条 市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つ
たとき（その症状が固定したときを含む。）に精神又は身体に別表に掲げる程度の障害があ
る住民（次項において「障害者」という。）に対し、災害障害見舞金の支給を行うことがで
きる。 

 
別表 （第八条関係）  
一 両眼が失明したもの 
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 
六 両上肢の用を全廃したもの 
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 
八 両下肢の用を全廃したもの 
九 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度

以上と認められるもの 
 
 
（参考：障害児） 
○児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 
第四条 （略） 
２ この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害の

ある児童（発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第２条第２項に規定する発達障
害児を含む。）をいう。  



 
２．身体障害者 
 
○身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号） 
（身体障害者） 

第四条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある１８歳以
上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。  

 
別表 （第四条、第十五条、第十六条関係） 
一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの 
１ 両眼の視力（万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、

矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。）がそれぞれ０．１以下のもの 
２ 一眼の視力が０．０２以下、他眼の視力が０．６以下のもの 
３ 両眼の視野がそれぞれ１０度以内のもの 
４ 両眼による視野の２分の１以上が欠けているもの 

二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの 
１ 両耳の聴力レベルがそれぞれ７０デシベル以上のもの 
２ 一耳の聴力レベルが９０デシベル以上、他耳の聴力レベルが５０デシベル以上のもの 
３ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が５０パーセント以下のもの 
４ 平衡機能の著しい障害 

三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害 
１ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失 
２ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの 

四 次に掲げる肢体不自由 
１ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの 
２ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上

をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの 
３ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 
４ 両下肢のすべての指を欠くもの 
５ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の

著しい障害で、永続するもの 
６ １から５までに掲げるもののほか、その程度が１から５までに掲げる障害の程度以上で

あると認められる障害 
五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生
活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの 

 
 
○身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号） 
（政令で定める障害）  

第三十六条 法別表第５号に規定する政令で定める障害は、次に掲げる機能の障害とする。  
一 ぼうこう又は直腸の機能  
二 小腸の機能  
三 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能  
四 肝臓の機能  

  



 
３．知的障害者 
 
 ※他の法律において「知的障害者」を定義しているものはない。 
 
○「療育手帳制度について」（昭和 48 年 9 月 27 日発児第 156 号厚生事務次官通知） 
(別紙) 
療育手帳制度要綱 

第二 交付対象者 
手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者(以

下「知的障害者」という。)に対して交付する。 
 
 
 
４．精神障害者 
 
○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号） 
（定義）  

第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその
依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。  

 
 
 
５．発達障害者 
 
○発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号） 
（定義） 

第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発
達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状
が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。  

２ この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に
制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち１８歳未満のものをいう。  

３ この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支
援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及
び教育的援助をいう。  

 
 
 
○発達障害者支援法施行令（平成１７年政令第１５０号） 
（発達障害の定義）  

第一条 発達障害者支援法第２条第１項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症
状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働
省令で定める障害とする。  

 
 
 
○発達障害者支援法施行規則（平成１７年厚生労働省令第８１号） 
 発達障害者支援法施行令第１条の厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行
動及び情緒の障害（自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠
陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。）とする。  
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